
め む ろ 新 嵐 ⼭ ス カ イ パー ク   
四 輪 バ ギー ツ アー   利 ⽤ 規 約   

  
当 ツ アー は、 め む ろ 新 嵐 ⼭ 株 式 会 社 （以 下、 新 嵐 ⼭） が 運 営 管 理 し て い ま す。   
お 客 様 （以 下、 利 ⽤ 者） が 利 ⽤ す る 際 に 遵 守 し て い た だ く 事 項 に つ い て 以 下 の 通 り 規 定 し て 
い ま す。   
  
１ ： 利 ⽤ 申 込   
  利 ⽤ 申 込 は、 下 記 の ⽅ 法 で ⾏ う こ と が で き ま す。 ⼿ 続 き の 際 に 利 ⽤ 申 込 書 に、 必 要 事 項 を 
記 ⼊ の 上、 免 許 証 と ⼀ 緒 に ご 提 ⽰ く だ さ い。 ま た、 虚 偽 の 記 載 を さ れ た 場 合 に は 利 ⽤ を お 断 
り す る 場 合 が あ り ま す。   
  
２ ： 個 ⼈ 情 報 の 利 ⽤   
  利 ⽤ 者 の 個 ⼈ 情 報 に つ き ま し て は、 四 輪 バ ギー ツ アー 業 務 以 外 の ⽬ 的 に は 使 ⽤ 致 し ま せ 
ん。   
  
３ ： 申 込・ 利 ⽤ 料 ⾦ （税 込）   
  事 前 に ご 予 約 の 上、 フィー ル ド 総 合 カ ウ ン ター に て 申 込、 お ⽀ 払 い し て い た だ き ま す。   
  料 ⾦ は 1 組 2 名 様 ま で の 利 ⽤ に つ き 13,000 円 を 受 付 時 に お ⽀ 払 い い た だ き ま す。   
  
４ ： 利 ⽤ 対 象 年 齢・ 利 ⽤ 参 加 資 格   
  普 通 ⾃ 動 ⾞ 免 許 （ AT 限 定 可） 取 得 済 み の 18 才 以 上 の ⽅ に 限 り ま す。   
  原 付 免 許 及 び ⾃ 動 ⼆ 輪 免 許 の み の 取 得 者 は 参 加 で き ま せ ん。   
  
５ ： 定 員   
  1 台 の 乗 ⾞ 定 員 は 1 名 ま で で す。 2 名 以 上 の 乗 ⾞ は 道 路 交 通 法 に よ り 禁 じ ら れ て い ま す。   
  
６ ： 利 ⽤ 時 間   
  午 前 の 部   10 時 00 分 ス ター ト   
  午 後 の 部   13 時 00 分 ス ター ト   
  両 時 間 と も 所 要 時 間 1.5 時 間 ほ ど の 運 ⾏ に な り ま す。   
  
７ ： バ ギー の 故 障・ 損 傷   
  ツ アー 中、 バ ギー の 故 障 に よ り 利 ⽤ 者 及 び そ の 他 第 三 者 に 障 害 が 発 ⽣ し た 場 合、 新 嵐 ⼭ に   
  起 因 す る 場 合 を 除 き ⼀ 切 の 責 任 を 負 い ま せ ん。   
  
８ ： 事 故   
  利 ⽤ 中 に 遭 遇 さ れ た、 第 三 者 に よ る 事 故・ 盗 難 等 に よ り 利 ⽤ 者 に 損 害 が 発 ⽣ し た 場 合、 新   
  嵐 ⼭ は ⼀ 切 の 責 任 を 負 い ま せ ん。 利 ⽤ 者 が 利 ⽤ 中 に 事 故 に あっ た 場 合 に は、 同 ⾏ ス タッ フ   
  が 処 置 を 取 り ま す が、 ⽰ 談 が 必 要 な 場 合 は ⾃ ら の 責 任 に お い て ⾏ なっ て 下 さ い。   
  前 項 に 関 わ ら ず、 新 嵐 ⼭ が 第 三 者 に や む な く 損 害 賠 償 を ⽀ 払 う 場 合 を 含 め、 新 嵐 ⼭ が 被 害   
  を 被っ た 場 合、 利 ⽤ 者 に そ の 損 害 賠 償 を 請 求 す る こ と が あ り ま す。   
  
  
  

  
  
  
  
  
  
９ ： 利 ⽤ の 拒 絶   
  新 嵐 ⼭ は、 利 ⽤ 者 が 次 の 各 号 に 該 当 す る 場 合 は 利 ⽤ を 拒 絶 で き る も の と し ま す。   
  （ 1 ） 利 ⽤ 者 が、 前 項 に 掲 げ た 禁 ⽌ 事 項 を 遵 守 で き な い と 認 め ら れ た と き。   
  （ 2 ） 利 ⽤ 者 が、 酒 気 帯 び、 若 し く は 酒 酔 い 状 態 と 認 め ら れ た と き。   
  （ 3 ） 利 ⽤ 者 が、 暴 ⼒ 団 関 係 団 体、 関 係 者 そ の 他 反 社 会 勢 ⼒ に 属 し て い る と 認 め ら れ た と   
         き。   
  （ 4 ） 著 し く 天 候 が 悪 化 し て い る と き、 若 し く は そ れ ら が 予 測 さ れ る と き。   
  （ 5 ） そ の 他 施 設 が 適 当 で な い と 認 め た と き。   
  

10 ： 規 約 等 の 変 更   
  当 規 約・ 休 業 ⽇・ 営 業 時 間・ サー ビ ス 内 容 等 は 予 告 な く 変 更 す る 場 合 が あ り ま す の で   
  あ ら か じ め ご 了 承 く だ さ い。   
  

11 ： 利 ⽤ の 取 り 消 し   
  利 ⽤ 者 が 利 ⽤ 規 約 に 違 反 し た 場 合 は、 利 ⽤ 許 可 を 取 り 消 し、 速 や か に 返 却 し て い た だ き ま   
  す。   
  利 ⽤ 規 約 の 違 反 に よ り 新 嵐 ⼭、 若 し く は 第 三 者 が 被 害 を 被っ た 場 合 に は、 利 ⽤ 者 に そ の 損   
  害 賠 償 を 請 求 す る こ と が あ り ま す。   


